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産業廃棄物の不法投棄等の状況（平成 29 年度）について 
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基準の遵守、測定頻度は管理できていますか？ 
工場や家庭からの排出水には法律による規制があります。放流先や排水量、 

取り扱っている物質によっても様々です。これらについて、適切に当社が 

サポート致します。詳しくは下記ＵＲＬ、右記ＱＲコードからもご覧いただけます。 

http://www.knights.jp/ana/water/drain_index.html 

環境省は、平成 31 年 1 月 11 日、平成 29 年度の産業廃棄物の不法投棄や不適正処理事案等に

ついて調査結果を公表しました。結果の概要は以下のとおりです。 

(1)平成 29 年度に新たに判明した不法投棄事案の件数は、 163 件（前年度 131 件、  

前年対比＋32 件）、不法投棄量は 3.6 万トン（同 2.7 万トン、同＋0.8 万トン）でした。 

(2)平成 29 年度に新たに判明した不適正処理事案の件数は、161 件（前年度 132 件、  

前年対＋29 件）、不適正処理量は 6.0 万トン（同 7.5 万トン、同－1.5 万トン）でした。 

(3)平成 29 年度末における不法投棄等の残存事案は、2,630 件（前年度 2,604 件、

前年対比＋26 件）、残存量の合計は 1,559.4 万トン（同 1,585.2 万トン、同－25.9 万トン）でした。 

※量については、四捨五入で計算して表記しているため、合計値が合わないことがあります。 

 

 不法投棄の新規判明数は、約 20 年前に比べて大幅に減少しており、一定の成果が見られます。

しかし、不適正処理とともに完全に撲滅するには至っておりません。 

 残存事案に対する都道府県等の対応としては、現に支障が生じている 13件については、支障除去

措置を実施予定です。支障のおそれがある 90 件については、その状況により支障のおそれの

防止措置、周辺環境モニタリング、状況確認の立入検査などを実施または実施予定です。 

 

当社では、産業廃棄物の分析を行っております。お気軽にお問い合わせ下さい。 
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